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受付）

職員

系長等
コンプライアンス

推進責任者

副学長（総・財）・
事務局長

コンプライアンス
統括責任者

学長

事務局次長（総務担当）、
総務課長、その他学長
が必要と認める者

コンプライアンス室コンプライ
アンスに
係る調査、
啓発、事
案の防止、
その他の
対策

役
員
副
学
長
会
議

コンプライアンス基本規則の
目的

本学におけるコンプライアンスに関し基本となる事項を定め、もって健全で適正な大学運
営及び本学に対する社会的信頼の維持に資すること。

学長 最高管理責任者 総括責任者

副学長（研究企画）

統括管理責任者

工学研究科長
研究費不正使用
防止推進責任者

副学長（研究企画）

管理責任者

工学研究科長
研究倫理教育責任者

研究費不正使用
防止計画推進室

研究倫理委員会
ハラスメント
対策委員会

副学長（総・財）・
事務局長

総括者

監査室

役職員

告発等受付
窓口

告発等受付
窓口

相談員 通報窓口

研究費不正使用
調査委員会

研究倫理委員会
調査委員会

ハラスメント対策
委員会調査部会

調査員

モニタリング モニタリング

※ 「危機」⇒ 火災、（中略）その他の重大な事件又は事故により、職員及び学生等の生命若しくは身体又は本学の組織、財産若しくは名誉に重大な被害が発生又そのおそれのある
緊急の事象及び状態。

個別の学内規則

危機管理に関す
る規則

右記のうち危機
に関する事項

研究費不正使
用防止規則

研究費不正使
用

研究活動に係る
不正行為に関す
る規則

研究活動上の
不正行為

ハラスメント防止
等規則

ハラスメント

公益通報者保
護規程

左記以外の事
項（公益通報）

コンプライアン
ス基本規則 コンプライアンスの重要性を深く認識。

高い倫理観及び社会的良識を持って公正、
公平かつ誠実な職務の遂行に努める。

コンプライアンス事案を指示・教唆、黙認
しない。

役職員の責務

内部統制システ
ムに関する規程

内部統制
統括役職

員

監事
監査室

監査

監事監査規程

コンプライアンス基本規則と個別の学内規則との関係図
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要
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項

審
議

コンプライアンス基本規則

※

モニタリング

就業規則

総則


